
　

補助対象となる機器と補助金額
次の未使用の機器
創エネルギー
⃝�燃料電池コージェネレーションシステム（通称エネファー
ム）…10万円

⃝�太陽熱利用給湯器…本体価格（税抜）の10％（上限5万円）
蓄エネルギー
⃝蓄電システム…5万円

電気自動車普及促進事業補助金

　太陽光発電システムや創・蓄エネルギー機器などに補助金を交付しています。

対象者＝次のすべてを満たす方
⃝�市内に1年以上住所を有する
　個人・事業者
⃝�市税などの滞納がない

対象者（共通）＝次のすべてを満たす方
●�申請年度の3月15日時点で設置場所に住所を有する　●市税などの滞納がない
●「いばらきエコチャレンジ」に登録している
申込期限＝設備工事前まで

　海水浴場内で開設期間中に、誘客につながるイベントなどの実施に必要な経費の一部を補助します。

補助対象となる太陽光発電システム
次の条件をすべて満たすシステムであること
⃝電力会社に売電できる
⃝システムが未使用である
⃝�太陽光パネルの合計出力またはパワーコン
ディショナーの出力が10キロワット未満である

補助金額
発電出力1キロワット当たり1万円（小数点第1
位未満切り捨て）※上限5万円

申・問 環境課  ℡0299-90-1146

申・問 観光振興課  ℡0299-90-1217

エコ・省エネ補助金

海水浴場誘客促進事業補助金

発電出力10キロワット未満の太陽光発電システムと連携されているもの

対象機器 補助金額 申込期限
電気自動車 車両本体価格の10分の1（上限20万円）車両の登録前まで
急速充電スタンド 設備本体価格の5分の1（上限75万円）設備工事前まで

太陽光発電システムを設置する場合 創・蓄エネルギー機器を設置する場合

申・問 文化スポーツ課  ℡0299-77-7495

はたちのつどい実行委員募集！
自分たちの手で一生に一度の式典を

ステキなものにしませんか

　新たに20歳を迎える方の中から、式典の企画・当日の運営に参加していただ
ける方を募集します。学生・社会人を問わず、どなたでも大歓迎です。遠方に
お住まいの方は、オンラインで会議に参加することも可能です。実行委員になっ
て、一生に一度の記憶に残る式典を、自分たちの手で作り上げていきましょう！
　実際に実行委員に携わってくださった方からは、「人生で一度きりの成人式が
より豊かになった」「人生の思い出になった」という感想をいただいています。

募集期間＝8月9日（金）まで
活動期間＝9月～2025年1月まで（月1回程度）
定員＝15人程度
応募条件＝2004年4月2日～2005年4月1日生まれの方

〈式典情報〉
開催日
2025年1月12日（日）
会場
市文化センター
※�現在神栖市に住んでい
ない方で、式典に参加
を希望する方は事前に
お申し込みください。

　�詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください

申・問 文化スポーツ課
　 　　〒314-0192　神栖市溝口4991-5
　　　 ℡0299-77-7529　E0299-77-7703
　　　 {b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp

市スポーツ推進審議会委員募集

　市のスポーツ振興基本計画や市民のスポーツ活動
の推進に関する重要事項を調査・審議する機関です。
　スポーツに興味のある方、ご自身の経験を地域活
動のために生かしたいという方はぜひお申し込みく
ださい。

応募方法
応募用紙に必要事項と志望動機（400字程度）を記入
し、持参または郵送、FAX、メールで提出
※�応募用紙は申込先または市ホームページで入手可
能

対象＝次のすべてを満たす方
●市内在住・在勤の満18歳以上
●平日に開催する会議に出席できる（年2回程度）
●�市の他の審議会などの委員を2つ以上兼務してい
ない

●公務員でない
●市税などの滞納がない
募集人数＝2人
任期＝委嘱の日から2年間
報酬＝日額6,000円（交通費別）
申込期限＝7月1日（月）必着

対象事業
●�海水浴場の開設期間内かつ遊
泳時間内に実施するもの

●�海水浴場への誘客を促進する
もの

●�誰でも参加可能なもの
●�参加者および海水浴客の安全
を確保したもの

対象者
●�海水浴場内で開設期間中に、誘客につながるイベント（飲食イベント
を除く）などを実施する個人または事業者

●�申請日時点で市内に住所を有する方
●�市税などの滞納がない方
補助金額＝イベントの開催に直接要する経費の2分の1（上限30万円）
※予算の範囲内で申請順に受付。上限に達した時点で受付終了
申請期限＝6月28日（金）
申請方法＝申請者は、申請書・開催概要・行事計画書・収支計画書など
を観光振興課に持参
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